
 

 

 

 

甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の理由 

甲賀市水口医療介護センターの名称が令和６年４月１日付で変更となることに

伴い改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

 （１） 別表中「甲賀市水口医療介護センター」を「甲賀市立みなくち診療所」 

に改めます。 

【別表関係】 

 

 （２） この条例は、令和６年４月１日から施行します。 

【付則関係】 

令和６年３月定例会 総務常任委員会 資料  
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